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は　じ　め　に 

 

　下関市においては、今年３月に令和７年度から１０年間のまちづくりの指

針となる「第３次下関市総合計画」を策定し、まちづくりの基本理念である

「可能性を築くまち」の実現に向け、様々な施策に取り組んでいるところで

す。 

　私たちを取り巻く環境は、少子高齢化やグローバル化の進展、人工知能（AI）

等の技術革新など、めまぐるしく変化しています。そうした中、子供たち一

人ひとりに「生き抜く力」を養うため、「地域とともにある学校」を目指すと

ともに、人生１００年時代を見据え、生涯学び、活躍できる環境づくりを進

めることが必要と考えております。 

　本市では、令和７年５月２２日に下関市総合教育会議を開催し、新たな「下

関市教育振興基本計画」を「下関市教育大綱」として位置付けました。これ

からも教育委員会と手を携えて、下関市の教育のさらなる発展に努めてまい

ります。 

 

 

 

 

 

 

　平成 18 年 12 月、教育基本法の改正により、教育振興基本計画を定めるこ

とが規定され、本市においても、平成 23 年度から「下関市教育振興基本計

画」を策定し、施策を実施しているところです。 

　令和５年 6 月には、国において、同年 10 月には、山口県においてそれぞ

れ教育振興基本計画が策定されました。 

　こうした中、本市教育委員会では、「ＣＨＡＮＣＥ（可能性） ＣＨＡＬＬ

ＥＮＧＥ（挑戦） ＣＲＥＡＴＥ（創造）～ふるさと下関に誇りと愛情　未来

を拓く　一人ひとりの学び～」を基本理念とした、新たな「下関市教育振興

基本計画」を策定しました。子供を真ん中において、子供を見る視点と、真

ん中にいる子供から見る景色を大切にし、わくわくする下関教育を実現して

いきます。 

　そして、このたび下関市総合教育会議において、本計画が「下関市教育大

綱」として位置付けられたところであり、市長と教育委員会が連携を図り、

本市教育がさらなる発展を遂げることができるよう尽力してまいります。 
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１　計画策定の趣旨  

････････････････････････････････････････････････････････････････････ 

　平成１８年１２月、教育基本法が改正され、教育振興基本計画を定める

こと等が規定され、下関市においても、平成２３年度から「下関市教育振

興基本計画」を策定し、施策を実施してきたところです。 

　令和５年６月には国の「第４期教育振興基本計画」が閣議決定されまし

た。また、同年１０月には、「山口県教育振興基本計画 2023-2027」が

策定されました。 

　本市においては、これらの教育振興基本計画を受け、下関市の教育にお

ける中期的な計画である「下関市教育振興基本計画［令和７年度（2025

年度）～令和１１年度（2029 年度）］」を策定しました。 

本基本計画は、第３期の「下関市教育振興基本計画［令和２年度～令和

６年度］」を踏まえつつ、時代の変化に応じた新たな主要施策を設定しま

した。施策の点検・評価を適切かつ確実に実施することで、適宜、施策、

事業の見直しを図り、よりよい教育行政の実現を目指します。 

 

Ⅰ　計画の策定にあたって
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２　計画の位置付け  

････････････････････････････････････････････････････････････････････ 

 

　本計画は、教育基本法第１７条第２項の規定に基づき、本市における教

育振興のための施策に関する基本的な計画として位置付けるとともに、本

市における総合的かつ計画的な行政の運営を図るために定められた「第３

次下関市総合計画」を踏まえ策定したものです。 

＊本計画は、令和７年５月２２日に開催された下関市総合教育会議におい

て、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１条の３第１項の規定に

基づく大綱として位置付けられました。 

 

 

 

３　計画期間  

････････････････････････････････････････････････････････････････････ 

 

　第３次下関市総合計画の計画期間は、令和７年度（2025 年度）から令

和１６年度（2034 年度）の１０年間となっています。そのうち、本計画

期間は、令和７年度（2025 年度）から令和１１年度（2029 年度）まで

の５年間とします。 

 

 

 

 

 

 

 

年度 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 R元 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

国

山
口
県

教育振興基本計画
第２期

教育振興基本計画
第３期

教育振興基本計画
第４期

教育振興基本計画

山口県教育ビジョン
H10～H24（15年間）

山口県
教育振興基本計画

山口県
教育振興基本計画

山口県
教育振興基本計画

下関市総合計画
前期

下関市総合計画
後期

第２次
下関市総合計画

前期

第２次
下関市総合計画

後期

第３次
下関市総合計画

下関市教育振興
基本計画

下関市教育振興基本計画
（下関市教育大綱）

下関市教育振興基本計画
（下関市教育大綱）

下
関
市 下関市教育振興基本計画

（下関市教育大綱）
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１　基本理念（教育理念） 

････････････････････････････････････････････････････････････････････ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHANCE（可能性）  

 

　  CHALLENGE（挑戦）  

　　  

CREATE（創造）  

  

 

～ふるさと下関に誇りと愛情　  

未来を拓く　一人ひとりの学び～　
ひら

Ⅱ　基本的な考え方

チ ャ ン ス

チ ャ レ ン ジ

ク リ エ イ ト
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解説文 

 

下 関 教 育 の 基 盤 に あ る の は 「 ふ る さ と 下 関 」 へ の 誇 り と 愛 情 を 育

む 教 育 の 充 実 で す 。  

自 分 の 住 む ま ち 、 育 っ た ま ち の 自 然 や 人 々 、 伝 統 ・ 文 化 の す ば ら

し さ を 感 じ る と と も に 、 課 題 を 理 解 す る こ と が 、 自 ら 未 来 を 拓 い て

い こ う と す る エ ネ ル ギ ー に な り ま す 。  

 

人 生 １ ０ ０ 年 時 代 や Ｓ ｏ ｃ ｉ ｅ ｔ ｙ ５ .０ の 到 来 、Ｄ Ｘ の 急 速 な 進

展 な ど 社 会 は 劇 的 に 変 化 し 、 将 来 の 予 測 が 困 難 な 時 代 の 中 で 、 人 づ

く り と 、 多 様 な 人 々 と 協 働 し な が ら 持 続 可 能 な 社 会 、 地 域 コ ミ ュ ニ

テ ィ を 維 持 ・ 発 展 さ せ て い く た め の 基 盤 づ く り の 重 要 性 が 増 し て い

ま す 。  

そ の 実 現 に 向 け て は 、 生 涯 学 習 の 理 念 を 大 切 に し 、 乳 幼 児 期 か ら

高 齢 期 ま で の 各 段 階 に お い て 学 び 続 け る こ と が で き る 環 境 を 整 え る

こ と が 必 要 で す 。  

 

次 代 を 担 う 子 供 た ち の 権 利 利 益 の 擁 護 を 図 り 、 最 善 の 利 益 を 実 現

し 、 多 様 な 才 能 を 伸 ば す た め の 教 育 を 行 い 、「 生 き 抜 く 力 」 と 「 豊 か

な 心 」 を 育 む と と も に 、 市 民 一 人 ひ と り が 「 学 び 」 を 通 じ て 自 分 の

良 さ や 可 能 性 を 認 識 し 、 新 し い も の を 創 り 出 す 創 造 力 を 身 に 付 け て

い く こ と が 求 め ら れ て い ま す 。  

 

新 た に 下 関 教 育 で は 、「 わ く わ く 」 が 止 ま ら な い 「 学 び 」 の 充 実・

発 展 を 目 指 し て 、 成 長 の サ イ ク ル を 「 ３ つ の Ｃ 」 と し て 基 本 理 念 に

掲 げ 、 未 来 を 拓 く 人 づ く り を 進 め て い き ま す 。  

 

「 Ｃ Ｈ Ａ Ｎ Ｃ Ｅ 」  

　 　 自 分 の 可 能 性 に 気 づ き 、 前 に 向 か う 意 欲 を 育 む 学 び  

「 Ｃ Ｈ Ａ Ｌ Ｌ Ｅ Ｎ Ｇ Ｅ 」  

　 　 失 敗 を 恐 れ ず 自 分 の 可 能 性 へ 挑 戦 し 続 け る 意 欲 を 育 む 学 び  

「 Ｃ Ｒ Ｅ Ａ Ｔ Ｅ 」  

　 　 挑 戦 し 続 け る こ と で 「 わ く わ く 」 を 創 造 し 、 新 た な 可 能 性 を  

見 つ け る 意 欲 に 繋 が る 学 び  

 

 

 

 

 

CHANCE（可能性）  CHALLENGE（挑戦）  CREATE（創造） 

～ふるさと下関に誇りと愛情　未来を拓く　一人ひとりの学び～
ひら
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２　基本目標  

････････････････････････････････････････････････････････････････････ 

基本理念を具体化するため、次の 3 つの基本目標を設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【課題】 

 

教育を取り巻く社会情勢は、少子高齢化の進行、経済格差の拡大、グロ

ーバル化・高度情報化の進展等により、急激に変化しており、いじめや不

登校をはじめ、学力・体力の向上や規範意識の醸成等、多様化・複雑化す

る教育課題に的確に対応することが求められています。 

こうした課題を解決するために、子供たち一人ひとりが社会の一員であ

ることを自覚し、持続可能な社会の創り手として、未来に向けて歩んでい

くことができるよう、その基盤となる「生き抜く力」を養うことが必要で

す。 

また、子供たちの成長過程において大きな役割を担う集団生活の場であ

る学校が直面する課題は、社会背景や地域の実状によって様々であり、教

育に対するニーズは多様化、複雑化しています。すべての子供たちが、安

全な環境の中で安心して学び、様々な体験活動を通して成長し、Ｓｏｃｉ

ｅｔｙ５.０ (*)時代に活躍できるよう、すべての学校において質の高い教育

環境を確保することが必要です。 
 
 (*)S o c i  e t y ５ .０  
　  サ イ バ ー 空 間 （ 仮 想 空 間 ） と フ ィ ジ カ ル 空 間 （ 現 実 社 会 ） を 高 度 に 融 合 さ せ た シ ス テ ム に よ り 、 経  
済 発 展 と 社 会 的 課 題 の 解 決 を 両 立 す る 人 間 中 心 の 社 会 （ S o c i  e t y）。  

 

　【基本目標の考え方】 

 

基礎的な知識・技能を習得し、それらを活用して、自ら考え、判断し、

表現することにより、様々な問題に積極的に対応し解決する「確かな学力」、

自らを律しつつ他人とともに協調し、命を大切にする心や他人を思いやる

心、感動する心等の「豊かな心」、たくましく生きるための「健やかな体」

を３つの柱として「生き抜く力」を育成するとともに、すべての子供たち

が、学びにつながるよう子供たちの状況に応じて新たな学びの場を整える

などきめ細かな教育を推進します。 

また、子供たちに質の高い教育を提供するため、研修体制の充実や校種

間連携の促進等により学校の組織力を高め、教職員一人ひとりの適正・能

《基本目標Ⅰ》  

教育の振興を図ります　
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力・課題に応じて計画的・継続的に指導力を向上させるとともに、ＩＣＴ

教育環境の整備、トイレの洋式化、バリアフリー化、空調設備の設置、老

朽化した学校施設の改善等、地域の実状に応じて、安全な教育環境の整備

を推進します。 

　 

【基本方針】 

 

１　確かな学力の育成 

２　豊かな心の育成 

３　健やかな体の育成 

４　子供たちの状況に応じたきめ細かな教育の推進 

５　主体的に社会の形成に参画する態度の育成 

６　学校の組織力の向上 

７　教職員の指導力の向上 

８　教育環境の整備 
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【課題】  

 

高度情報化の進展、経済格差の拡大等、急速な社会の変化にともない、

地域社会のつながりや支え合いの希薄化が進んでいます。また、少子高齢

化の進行や価値観の多様化等により、地域に関わる活動の担い手が不足し、

地域コミュニティの存続が難しくなっています。 

一方、都市化や核家族化、ひとり親家庭や共働き家庭の増加、地縁的つ

ながりの希薄化等を背景に、家庭教育をとりまく環境が大きく変化する中、

子育てに悩みや不安を抱えつつ、学びや相談の場にアクセスすることが困

難な家庭など、家庭教育への支援が届きにくい家庭も存在しており、地域

の教育力の更なる向上が喫緊の課題といえます。 

 

 

【基本目標の考え方】 

 

保護者に学ぶ機会を提供するとともに、保護者同士のネットワークの構

築や地域における居場所づくり等の施策を推進し、家庭の教育力の向上を

図ります。 

また、地域で社会教育活動に携わる関係団体間の連携を促進するととも

に、コミュニティ・スクールと地域学校協働活動を一体的に推進し、地域

の教育力の向上を図ります。 

 

 

【基本方針】 

 

１　家庭の教育力の向上 

２　学校・家庭・地域の連携強化 

 

 

《基本目標Ⅱ》  

地域の教育力を高めます
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【課題】 

人生１００年時代、Ｓｏｃｉｅｔｙ５.０の到来、DX(*)の急速な進展な

ど社会の劇的な変化や多様化が進み、生活環境やライフスタイルも急速に

変容しています。こうした変化や多様化に柔軟に対応し、ふるさと下関に

誇りと愛情をもち、誰もが未来に向けてよりよく生きることができるため

には、生涯にわたって学び続けることが大切です。 

また、持続可能な地域社会を創造するには、市民一人ひとりが自ら生活

する地域を創っていくという意識が必要であり、地域の特性や魅力ある資

源を活用した学習機会の充実に取り組み、生涯を通じた学ぶ機会を提供す

るとともに社会教育施設の適切な整備と管理が必要です。 
 
 (*)Ｄ Ｘ  
　  デ ジ タ ル ・ ト ラ ン ス フ ォ ー メ ー シ ョ ン の 略 語 。 デ ジ タ ル 技 術 を 活 用 し て 施 設 の 運 営 を 効 率 化 し た  
り 、 利 便 性 を 向 上 さ せ る こ と 。  

 

【基本目標の考え方】 

　 

　いつでも、どこでも、だれでも学習することができ、一人ひとりが学び

の成果を生かして、豊かな人生を送ることができるよう、図書館や公民館

等の生涯学習拠点施設の整備を行い、学校教育と生涯学習・社会教育の連

携を図るとともに、芸術・学術文化活動、文化財保護・活用等の推進に努

めます。 

 

 

　【基本方針】 

 

１　図書館の充実 

２　生涯学習の推進 

３　芸術・学術文化活動の推進 

４　文化財保護・活用の推進 

５　人権教育の推進 

 

《基本目標Ⅲ》  

生涯を通じた  

学ぶ機会を提供します　
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下関市教育委員会では、３つの基本目標の達成のために、以下の基本方

針に基づき、具体的な施策を実施します。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 基 本 理 念 基 本 目 標 基 本 方 針 主 要 施 策

❶自 立 した学 習 者 の育 成

４  子 供 た ち の 状 況 に
応 じたきめ細 かな教
育 の推 進

Ⅰ
　
教

育

の
振

興

を
図

り
ま
す

Ｃ
Ｈ
Ａ
Ｎ
Ｃ
Ｅ
（
可

能

性

）
　
Ｃ
Ｈ
Ａ
Ｌ
Ｌ
Ｅ
Ｎ
Ｇ
Ｅ
（
挑

戦

）
　
Ｃ
Ｒ
Ｅ
Ａ
Ｔ
Ｅ
（
創

造

）

３ 健 やかな体 の育 成

❷キャリア教 育 の推 進

❸時 代 の進 展 に対 応 した教 育 の推 進

❶豊 かな心 を育 む道 徳 教 育 の推 進

❸食 育 の推 進

❷健 康 教 育 の推 進

❶体 力 の向 上

❷ふるさと学習の推進

❷校 種 間 の連 携 の推 進

❶学 校 運 営 協 議 会 を中 心 とした地 域 との連 携 の推 進

❶特 別 支 援 教 育 の推 進

❹不 登 校 対 策 の充 実

❹安 全 な施 設 の整 備 、設 備 の充 実

❸学 校 給 食 施 設 再 編 整 備 の推 進

❷私 学 教 育 の振 興

❶市 立 学 校 の適 正 規 模 ・適 正 配 置 の推 進

❸教 職 員 の適 切 な配 置

７　教職員の指導力の向上
❶指 導 力 を高 める研 修 の実 施

❹学 校 における働 き方 改 革 の推 進

５ 主 体 的 に社 会 の形
成 に 参 画 す る 態 度
の育 成

❶社 会 を生 き抜 く力 の育 成

❷指 導 方 法 の改 善

❸読 書 活 動 の推 進

２ 豊かな心の育成

１ 確 かな学 力 の育 成

６  学校の組織力の向上

８ 教 育 環 境 の整 備

❷教 育 センターの運 営

❺就 学 に対 する支 援

Ⅲ　施策体系
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 基 本 理 念 基 本 目 標 基 本 方 針 主 要 施 策

２ 学校・家庭・地域の連 
携強化

Ⅱ
　
地

域

の
教

育

力

を
高

め
ま
す

Ⅲ
　
生

涯

を
通

じ
た
学

ぶ
機

会

を
提

供

し
ま
す

Ｃ
Ｈ
Ａ
Ｎ
Ｃ
Ｅ
（
可

能

性

）
　
Ｃ
Ｈ
Ａ
Ｌ
Ｌ
Ｅ
Ｎ
Ｇ
Ｅ
（
挑

戦

）
　
Ｃ
Ｒ
Ｅ
Ａ
Ｔ
Ｅ
（
創

造

）

❷家 庭 教 育 を支 える組 織 の育 成

❶保 護 者 が学 ぶための学 習 支 援

❸青 少 年 健 全 育 成 の体 制 づくり

❷生涯学習拠点施設の機能強化

❶図 書 館 サービスの充 実 と施 設 整 備

❶多 様 な学 習 機 会 の充 実

❶歴 史 的 ・文 化 的 資 源 を活 かしたまちづくり

❷教 職 員 研 修 の充 実

❷博 物 館 など学 術 文 化 拠 点 の環 境 整 備

１ 図 書 館 の充 実

２　生涯学習の推進

❶地域とともにある学校づくりの推進

❷地 域 の子 供 を地 域 で育 てる活 動 の促 進

３  芸術・学術文化活動の

推進

４   文化財保護・活用の推進

１ 家庭の教育力の向上

５  人権教育の推進

❶社会的包摂の実現に向けた多様な生涯学習の推進

❷子 供 の読 書 活 動 の推 進

❶美 術 館 の充 実

❸関 係 機 関 ・関 係 団 体 との連 携
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計画の進行管理  

････････････････････････････････････････････････････････････････････ 

 

「CH A N CE（ 可 能 性 ）  C H A L L E NG E（ 挑 戦 ）  CR E A T E（ 創 造 ）

～ふるさと下関に誇りと愛情　未来を拓く　一人ひとりの学び～」を実現

するため、本計画（Ｐｌａｎ）に定めた施策を確実に実施し（Ｄｏ）、その

施策を点検・評価し（Ｃｈｅｃｋ）、必要に応じて改善を図る（Ａｃｔｉｏ

ｎ）ことが重要です。 

施策の点検・評価については、「地方教育行政の組織及び運営に関する

法律」第２６条の規定に基づき毎年行うこととし、このＰＤＣＡサイクル

を重視しながら、常に基本理念に立ち返って教育行政を進めます。 

なお、本計画の期間は令和７年度（2025 年度）からの５年間であり、

令和１２年度（2030 年度）には、改めて次期計画を策定しますが、社会

情勢の変化や法改正等現時点では不測の要因もあり、必要に応じて計画期

間中であっても見直しを行うものとします。 

 

 

 

Ｄ  

Ｐ

Ｃ  

Ａ  lan

oheck

ction

教 育 振 興 計 画  

予 算 編 成

施 策  

事 業 実 施

施 策  

事 業 の 見 直 し

点 検 及 び 評 価

Ⅳ　計画の推進にあたって
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ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標） 

････････････････････････････････････････････････････････････････････ 

 

平成２７年（2015 年）に SDGｓ（Sustainable Development Goals:

持続可能な開発目標）が国連サミットで採択されました。 

これは、「誰一人取り残さない（leave no one behind）社会の実現」

を目指し、持続可能な世界を実現するための１７の目標を定めたものです。 

本計画においては、目標４「質の高い教育をみんなに」を全ての基本方

針の目標に位置づけることで、持続可能な「質の高い教育」の実現を目指

すとともに、その他の多様な目標についても追求することで、本市を取り

巻く社会的背景や課題の解決に資するものと考え、教育の事業の推進にあ

たって、SDGｓの理念を念頭に置いて取り組んでまいります。 
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危機管理  

････････････････････････････････････････････････････････････････････ 

 

　本計画で掲げる基本目標を実現するためには、事件や事故、自然災害や新型

コロナウイルス感染症を含む感染症等、子供たちを取り巻く様々な事態への対

応が求められます。 

　このことから、学校における災害、防犯、交通安全等への対応マニュアルと

して、「下関スタンダード」を定め、これに基づき学校での安全管理を組織的

に実施するとともに、新たなリスクへの対応については、「下関スタンダード」

に追加するなど、適宜、見直しを図りながら、実効性を高め、安心・安全な学

校の実現に向けた取組を推進しています。 

　また、児童生徒の通学路については、下関市通学路交通安全対策プログラム 

に基づき、下関市通学路安全対策推進会議を設置し、関係機関と連携しながら、 

効果的な安全対策に取り組みます。 

　さらに、感染症等への対策として国のガイドライン等を活用し感染拡大のリ

スクに備えるとともに、発生状況の把握、必要な物品調達、衛生環境の整備等

を行うほか医師会（学校医）等と連携した対応を行います。 
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〇アンケートの調査結果 

(質問 1)　確かな学力の育成（課題を解決するための思考力、判断力、表現力を養うこと）

の向上につながると思うものは何ですか。（複数回答あり） 

 

(質問 2)　豊かな心の育成（「命を大切にする心」「思いやりの心」「感動する心」等の豊

かな心を育むこと）の向上につながると思うものは、何ですか。（複数回答あ

り） 

 

 

 

 

 

 

 

児童生徒 保  護  者

回答数(人) 回答数(人)

1 「読み・書き・計算」などに、進んで取り組み、学ぶこと 5,219 1,140

2 将来のことを考えたり、将来の夢に向かって取り組んだりすること 3,662 842

3 日本や外国の歴史、文化、伝統を学んだり、知ったりすること 2,999 568

4 英語など、外国語を話したり、学んだりすること 2,898 626

5 パソコンやタブレットなど、ICTを活用して学ぶこと 2,774 517

6
AI（人工知能）やIoT（いろいろなもので、インターネットに接続して情
報を交換すること）など、最先端のテクノロジーについて学ぶこと

1,434 183

7 その他（自由意見） 96 71

回答項目

 目 　 的：「第 4 期下関市教育振興基本計画」の策定に際し、児童生徒及び保護者の意見

を参考にするため。 

対 象 者：下関市立の小学校、中学校、下関商業高等学校の児童生徒（小学５年生～高 

校生）及び保護者の一部 

実施時期：令和 6 年 10 月 25 日～令和 6 年 11 月 8 日 

対象人数：児童生徒　9,887 人、保護者　7,512 人 

回答人数：児童生徒　7,361 人、保護者　1,513 人 

回 答 率：児童生徒　　74.5％、保護者　　20.1％

Ⅴ　アンケート調査結果

児童生徒 保  護  者

回答数(人) 回答数(人)

1 友達や大人など、人と関わり、コミュニケーション力を高めること 4,455 1,210

2 道徳の授業や「下関市いのちの日」の取り組みを行うこと 3,841 648

3 文化芸術に触れるなど、自分の好きや得意なことに取り組むこと 2,538 622

4 自然体験活動に取り組んだり、参加したりすること 2,271 800

5 下関や自分が住む地域のことを知ること 2,058 193

6 本や電子書籍など、読書を楽しむこと 1,956 330

7 下関や自分が住む地域の活性化（よりよくなっていく）に向けて考えること 1,475 183

8 その他（自由意見） 64 35

回答項目
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(質問３)　健やかな体の育成（体力・運動能力の向上や食習慣をはじめとする生活習慣を

良くすること）の向上につながると思うものは、何ですか。（複数回答あり） 

 
 

(質問４)　家庭の教育力の向上につながると思うものは、何ですか。（複数回答あり） 

 

 

(質問５)　地域の中の活動で小・中学生、高校生が心豊かで健やかに育つことにつながる

と思うものは、何ですか。（複数回答あり） 

 

 

 

 

 

 

児童生徒 保  護  者

回答数(人) 回答数(人)

1 スポーツや運動に親しむなど、自分の好きや得意なことに取り組むこと 6,214 1,224

2 早寝、早起き等の望ましい生活習慣に取り組むこと 5,086 1,176

3 食事を味わいながらゆっくりかんで食べるなどの食生活に取り組むこと 3,477 756

4 交通安全や防災、防犯などの意識を高め、安全に生活するように取り組むこと 2,230 317

5 メディア（スマートフォン等）の利用時間を意識した生活に取り組むこと 1,596 467

6 その他（自由意見） 43 34

回答項目

保  護  者

回答数(人)

1 親子でふれあいながら学べる講座を開催すること 1,020

2 学校・地域と連携して子どもたちのために活動するＰＴＡへ支援すること 512

3 子育ての経験者をはじめとする地域の人々でつくる「家庭教育支援チーム」へ支援すること 455

4 保護者を対象とした講座（家庭教育学級）を開催すること 417

5 各地域で家庭教育への支援を行っている婦人会・女性の会へ支援すること 130

6 その他（自由意見） 114

回答項目

保  護  者

回答数(人)

1 ボランティア体験活動へ参加すること 883

2 悩みなどを気軽に相談できる窓口があること 874

3 子ども会活動などの地域の行事へ参加すること 647

4 キャンプや野外活動行事へ参加すること 529

5 青少年のための宿泊施設で宿泊体験をすること 238

6 海洋少年団などの社会教育団体へ参加すること 107

7 その他（自由意見） 52

回答項目
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(質問６)　地域の子どもを地域で育てるために、あるとよいと思うことは、何ですか。 

　　　　（複数回答あり） 
 

保  護  者

回答数(人)

1 登下校時の交通安全、防犯などのための「こどもみまもり隊」の活動が行われること 979

2 放課後や週末に、文化活動や地域交流などの体験活動ができる放課後子供教室があること 859

3 子ども会活動などの地域行事があること 579

4 ＰＴＡによる学校・地域と連携した子どもたちのための活動が行われること 373

5 各地域で家庭教育についての活動が行われること 218

6 その他（自由意見） 45

回答項目
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子供たちが基礎的・基本的な知識や技能を習得するとともに、これらを

活用して課題を解決するために必要な思考力、判断力、表現力や主体的に

学習に取り組む態度を養う教育を推進します。 

また、一人ひとりに合った「個別最適な学び」と、多くの人と学び合う

「協働的な学び」を効果的に組み合わせ、「主体的・対話的で深い学び」を

実現します。 

 

 

 

 

子供たち一人ひとりの特性や学習進度等に応じた指導方法を工夫するこ

とにより、自分に合った学び方を身に付ける、自立した学習者の育成を図

ります。 

 

　　①　ＩＣＴの効果的な活用 

教育 デー タの分 析や クラ ウド を活 用する こと で、 子供 たちの 個別 最適 な学

びと協働的な学びの一体的充実を図ります。  

 

②　学習指導の充実 

子供たちが自ら課題を見つけ、課題解決に取り組み、自らの学びを振り返る

ことができる授業づくりを推進します。 

 

 

 

子供たちの学力の定着と向上に向けた取組の一層の充実を図り、指導方

法の工夫改善に努めます。 

 

①　学力調査の活用 

全国学力・学習状況調査 (*１ )等の結果分析と課題把握に基づいた指導方法の

工夫改善を図る検証・改善サイクルを確立します。  

 

②　学力向上プラン ( *２ )の活用 

子供た ちの学 力の状 況に 応じた 指導方 法の工 夫改善 の取 組を 推進する ため、 

《基 本 目 標 Ⅰ》

教育の振興を図ります

主要施策　　➊自立した学習者の育成

主要施策　　➋指導方法の改善

基本方針１　確かな学力の育成
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引き続き、学力向上プランの充実を図ります。  

 
(*１ )全国学力・学習状況調査  

平 成 １ ９ 年 度 か ら 文 部 科 学 省 が 実 施 し て い る 小 学 校 第 ６ 学 年 と 中 学 校 第 ３ 学 年 を 対 象 と し た 調 査

（ 教 科（ 国 語 、算 数 ・ 数 学 、理 科 、英 語（ 令 和 元 年 度 ～ ））に 関 す る 調 査 と 生 活 習 慣 や 学 習 環 境 等 に

関 す る ア ン ケ ー ト 調 査 ）。  
 

(*２ )学力向上プラン  
学 力 調 査 等 で 得 ら れ た 結 果 を 基 に 、 指 導 方 法 の 工 夫 ・ 改 善 、 授 業 研 究 会 の 実 施 、 家 庭 と の 連 携 等

学 力 向 上 の た め の 様 々 な 取 組 を 効 果 的 に 推 進 し て い く た め に 各 学 校 に お い て 作 成 す る 計 画 。  
 

 

 

 

ＩＣＴの活用を「日常化」することで、情報活用能力のさらなる育成や、

グローバル社会で活躍する人材の育成に向けた教育の充実を図ります。 

 

①　情報教育の推進 

ＩＣＴ環境やデジタル・シティズンシップ教育 ( * １ )を充実させることで、子

供たちの情報活用能力の育成を図ります。  

 

②　外国語教育の充実 

 外国語指導助手（ＡＬＴ ( * ２ )）を活用した授業を実施するとともに、タブレ

ッ ト等 ＩＣ Ｔ 機 器 を活 用 し て 、コ ミュ ニ ケ ー ショ ン 能 力の 育 成と 国 際 交流 の

促進に努めます。  

 
(*１ )デジタル・シティズンシップ教育  

デ ジ タ ル 技 術 を 正 し く 活 用 し て 社 会 に 積 極 的 に 参 加 す る 能 力 を 身 に つ け る こ と を 目 的 と し た 教 育 。 
 

(*２ )ＡＬＴ  
Assistant Language Teacher の 略 。  

 

 

 

 

 

主要施策　　➌時代の進展に対応した教育の推進
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「命を大切にする心」、「思いやりの心」、「感動する心」、「規範意識」等、

子供たちの豊かな心を育む「心の教育」を充実します。 

 

 

 

 

道徳科を中心に、子供たちの自己肯定感・自己有用感を高めるなど、豊

かな心を育む授業の充実を図ります。 

また、いじめの根絶や、自他の生命を尊重する心や思いやりの心等を育

むため、「命の尊厳」について子供たちと全教職員がともに考える「下関市

いのちの日」の取組を進めます。 

 

①　道徳科の授業の充実 

「考え、議論する」道徳科の授業づくりを進め、内面に根差した道徳性の  

育成を図ります。  

 

②　「下関市いのちの日」の取組  

子 供 た ちと 全 教 職 員 が とも に 命 の 尊 厳に つ い て 考 える 日 と し て 、 道徳 科 の

授業や外部から講師を招いた講演会等を実施するなど、命の教育を行います。 

 

③　人権教育の充実 

子 供 た ちの 心 身 の 成 長 過 程に 即 し 、 す べて の 教 育 活動 を 通 し て 人 権尊 重 の

意識を高め一人ひとりを大切にする教育を組織的・計画的に推進します。  

 

④　体験活動の充実  

社会体験活動や自然体験活動、文化芸術鑑賞・体験活動等を推進するとと  

もに、人間関係づくりプログラムの計画的な活用を進め、子供たちの人間性や

社会性、感性を育みます。  

 

 

  

「ふるさと下関」に対する誇りと愛情を育む教育の充実を図ります。 

また、子供たちが社会の一員としての自覚をもち、地域の担い手となる

意識の醸成を図ります。 

 

①　地域素材を活用した授業の計画的な実施  

地域素材を用いた教材を作成し、各学校における「ふるさと学習」の充実を

図ります。  

 

主要施策　　➊豊かな心を育む道徳教育の推進

主要施策　　➋ふるさと学習の推進

基本方針２　豊かな心の育成
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②　地域との関わりをもつ取組の推進  

子供たちが、地域行事をはじめ、地域と関わる取組を通して、自ら参画して

地域の役に立つ経験をすることで、地域の担い手を育てます。  

 

 

 

　 　 　  

子供の読書機会の確保や、学校図書館図書標準冊数の達成、公立図書館

のデジタル書籍の活用など、読書環境の整備に努めます。 

　　 

①　読書活動の充実  

家 庭 や 地域 と 連 携 し た 朝読 書 や 読 み 聞か せ 等 、 読 書意 欲 を 高 め る 読書 活 動

を推進します。  

 

②　学校図書館教育の充実 

学校図書館教育担当教員と学校司書、図書ボランティア等の連携により、環

境の整備をはじめ、読書活動の企画や運営を行うなど、学校図書館教育の充実

を図ります。  

 

 

 

 

教育支援教室の充実、校内教育支援教室の整備・拡充に加え、フリース

クール等との連携や保護者相談の機会の拡充等、きめ細かな支援に取り組

みます。 

  

 ①　つなぐ・つながる「学びば！」整備事業の推進  

不登校児童生徒の社会的自立に向け、多様で複雑な背景・要因に寄り添った

適 切 な 支 援を 行 う た め の 校 内 教 育 支 援 教 室 の 環 境 整 備 や 支 援 の 充 実 を 図 り ま

す。  

 

②　学びの多様化学校の整備  

不 登 校 生 徒の 実 態に 配 慮 し た特 別 な 教 育課 程 を 編成 し て 教 育を 実 施す る 学

校を設置し、社会的自立に向けた支援を行います。  

 

③　保護者の相談窓口や相談機関の充実  

子 供 の 不登 校 に 悩 む 保 護者 の 相 談 窓 口を ホ ー ム ペ ージ 等 で 周 知 す ると と も

に、保護者同士が悩みや情報を共有する場の充実を図ります。  

 

④  ふれあいＤＡＹキャンプの実施  

社会体験活動・自然体験活動を通じて、不登校の児童生徒の自主性・社会性

を育み、集団に適応する力を伸ばします。  

 

主要施策　　➌読書活動の推進

主要施策　　➍不登校対策の充実
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子供たちが、発達段階に応じて健康で安全な生活を送ることができるよ

う、体力・運動能力の向上や食習慣をはじめとする生活習慣の改善を図り

ます。 

　    

 

 

 

体力や技能、性別や障害の有無等にかかわらず、誰もが取り組める体育

科学習や、学校、家庭、地域が連携した運動習慣づくり等、日常的に運動

に親しむ子供や運動好きな子供の育成を図ります。 

 

①　家庭と連携した運動の習慣化に向けた取組の推進  

家 庭 で 取り 組 め る 運 動 を 周知 し 、 保 護 者や 地 域 の 人々 と 一 緒 に 運 動で き る

機会を増やします。  

 

②　指導方法の工夫改善による学校体育の充実 

体力向上レポート ( * )を活用し、各学校の課題に応じた重点的な取組を計画・

実施するとともに、新体力テストの結果を踏まえた検証・改善を行います。  

 

③　スポーツ大会の運営及び選手派遣等の支援 

子供たちの健康な心身の発達及び体力、競技技術の向上を図るために、各種

大会の運営及び選手派遣等への支援を行います。  

 
(*)体力向上レポート  

児 童 生 徒 の 体 力 向 上 を 目 的 と し た 実 践 活 動 に つ い て 計 画 ・ 評 価 し た 報 告 書 。  
 

 

 

生涯にわたって自他ともに健康な生活に必要な資質・能力が育まれるよ

う、学校、家庭、地域の連携による組織的・計画的な学校保健を推進しま

す。 

 

①　健康教育に関する研修会の実施 

子供たちの心身ともに調和のとれた発達に向けて、健康教育を充実するため

の研修会を計画的に実施します。  

 

②　組織的・計画的な学校保健の推進 

学校保健委員会等を通じて、家庭・地域と連携し、「早寝、早起き、朝ごは

ん」等の望ましい生活習慣を身に付けるよう啓発します。  

主要施策　　➊体力の向上

主要施策　　➋健康教育の推進

基本方針３　健やかな体の育成
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食に関する正しい理解と望ましい食習慣を身に付けることができるよう、

栄養教諭を中核として学校・家庭・地域の連携を図った食育を推進してい

きます。また、学校給食では、地場産食材の積極的な利用に努めます。 

 

①　地場産食材の利用 

地 場 産食 材 を使 用 した 学 校給 食 を通 じ て、 地 元の 農林 水 産物 への 理 解と 郷

土愛の醸成に努めます。  

 

②  食育推進ボランティアの活用  

食育推進ボランティアによる講話や食育実践活動を通じて、子供たちの食や

農業漁業に関する理解が深まるよう支援を行います。  

 

③　食に関する授業や指導の充実 

学級・教科担任等と栄養教諭・学校栄養職員が連携しながら、食に関する指

導の充実を図ります。  

 

④　学校給食の充実 

食 に 関 す る 指 導へ の 活 用 や 、 適切 な 栄 養 の 摂 取 によ る 健 康 の 維 持 増進 の た

め、イベント給食を含めた献立内容の充実に努めます。  

 

主要施策　　➌食育の推進
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多様な教育ニーズに対応し、障害の有無にかかわらず、すべての子供が

価値ある存在として尊重される教育を推進します。 

 

 

 

 

きめ細かな指導や切れ目ない支援を受けることができるよう、関係機関

の連携を深め、個々の教育的ニーズに対応した適切な学びの場の提供と充

実を図ります。 

 

①　小・中学校への特別支援教育支援員の配置 

特別支援教育支援員を配置し、きめ細かな指導及び支援、並びに落ち着いた

環境づくりを目指します。  

 

②　「就学に関する相談支援事業」の実施  

就学に関する相談体制の充実を図るため、学校からの依頼に基づき、知能検

査や保護者面談、その他相談支援を行います。  

 

③　下関市教育支援委員会の開催  

障 害 の ある 子 供 の 状 況 を正 し く 把 握 し、 一 人 ひ と りの 可 能 性 が 最 大限 に 伸

長されるための教育支援に努めます。  

 

④　特別支援学級や通級指導教室の充実 

特 別 な 支援 を 必 要 と す る子 供 が 、 身 近な 場 で 特 別 な指 導 や 支 援 が 受け ら れ

るよう、適切な教育支援とともに、特別支援学級や通級指導教室の設置及び教

育活動に必要な設備の整備を推進します。  

 

⑤　特別支援学級就学に対する助成 

特 別 支 援学 級 へ 就 学 す る子 供 の 保 護 者に 経 済 的 な 負担 を 軽 減 す る ため の 助

成を行います。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主要施策　　➊特別支援教育の推進

基本方針４  子供たちの状況に応じたきめ細かな教育の推進
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子供たちが、持続可能な社会の創り手として、未来に向けて歩んでいく

ことができるよう、その基盤となる「生き抜く力」を養います。 

 

 

 

 

身近な課題に対して、他者と連携・協働しながら、解決する力を育みま

す。 

 

①　地域課題について取り組む活動の実施 

総 合 的 な 学 習 の時 間 や 特 別 活 動の 中 で 、 身 近 な 問題 や 地 域 課 題 に つい て 考

え、解決に向けた活動に取り組みます。  

 

②　租税、お金などの学習の実施  

関係機関と連携した、租税教育や金融教育を実施し、社会で自立して生活す

る力を育てます。  

 

 

 

 

子供たち一人ひとりが夢や目標をもって自立できるよう、自分にふさわ

しい生き方を実現しようとする意欲や態度、能力の育成を図ります。 

また、下関商業高等学校においては、ＩＣＴを活用した授業の実践を通

じて、高度情報化社会で必要とされる専門的な知識・技能を身に付け、実

社会で活用できるビジネススキルの習得や高度な資格取得に向けた教育活

動を実践します。 

 

①　職場見学・職業体験・就業体験活動等の実施 

　身近な地域の企業等と学校が連携し、学校の実態に応じた各種体験活動等

の充実を推進します。  

　　　　 

②　「キャリア・パスポート (* )」の活用  

小・中・高の「つながり」と地域との「かかわり」を大切にした計画的・  

継続的なキャリア教育を推進します。  

 

③　資格取得の推進  

下関商業高等学校においては、専門的な知識・技術を習得、各種検定合格、

さらに高度な資格取得ができる指導を行います。 

 

 

主要施策　　➊社会を生き抜く力の育成

主要施策　　➋キャリア教育の推進

基本方針５  主体的に社会の形成に参画する態度の育成 
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(*)キャリア・パスポート  

新 学 習 指 導 要 領 の 実 施 に 伴 い 、 令 和 ２ 年 ４ 月 よ り 全 て の 小 学 校 、 中 学 校 、 高 等 学 校 に お い て 作 成 す

る こ と と な っ た も の で 、 児 童 生 徒 が 小 学 校 か ら 高 等 学 校 ま で の キ ャ リ ア 教 育 に 関 わ る 諸 活 動 の 中 で 、

自 身 の 変 容 や 成 長 を 自 己 評 価 で き る よ う 工 夫 さ れ た ポ ー ト フ ォ リ オ で あ る 。  
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教職員が子供たちとしっかりと向き合い、関わり合うことができるよう、

すべての教職員が心身ともに健康でやりがいをもって職務を遂行できるよ

うな環境づくりに取り組みます。 

また、教職員が能力を十分に発揮しながら、充実した教育活動を行える

よう、教職員の研修や適切な配置を進めます。 

 

 

 

 

コミュニティ・スクール (*１ )の仕組みを活用して、学校・家庭・地域が連

携し、課題解決に向けた組織的な取組を行います。 

 

①　学校運営協議会 ( *２ )の機能向上 

学校運営に関する協議や学校評価を充実させ、地域と学校が連携して、課題

解決に向けて取り組みます。  

 

②　学校・地域連携カリキュラム ( * ３ )の活用  

小・中学校が９年間を見通した教育活動を地域と共有し、随時見直しを行い

ながら、学校・地域連携カリキュラムを効果的に活用し、取組を充実させてい

きます。  

 
(*１ )コミュニティ・スクール 

学 校 運 営 協 議 会 が 設 置 さ れ 、 教 育 委 員 会 か ら 委 嘱 ま た は 任 命 さ れ た 保 護 者 や 地 域 住 民 等 が 、 一 定

の 権 限 と 責 任 を も っ て 学 校 運 営 に 参 画 で き る 学 校 。  
 
(*２ )学校運営協議会  

教 育 委 員 会 か ら 任 命 さ れ た 保 護 者 や 地 域 等 の 代 表 が 、 一 定 の 権 限 と 責 任 を も っ て 、 学 校 運 営 の 基

本 方 針 を 承 認 し た り 、 教 育 活 動 に つ い て 意 見 を 述 べ た り す る こ と を 通 じ て 、 学 校 の 様 々 な 課 題 解 決

に 参 画 す る 協 議 会 。  
 

(*３ )学校・地域連携カリキュラム 
社 会 に 開 か れ た 教 育 課 程 の 視 点 を も と に 、 学 校 と 地 域 が 連 携 ・ 協 働 す る 教 育 活 動 を 体 系 的 に 示 し

た カ リ キ ュ ラ ム 
 

 

 

 

幼保こども園、小・中学校、高等学校の連携体制づくりを充実させます。

また、小中一貫教育校の設置を推進します。 

 

①　小中一貫教育の推進 

９年間を見通したカリキュラムを作成し、共通課題解決のための取組を充  

実させるなど小・中学校が協働して、連続性・一貫性のある教育活動を行います。 

主要施策　　➊学校運営協議会を中心とした地域との連携の推進

主要施策　　➋校種間の連携の推進

基本方針６　学校の組織力の向上
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②　なめらかな接続のための体制づくり 

小学校・各園が協働して「架け橋期のカリキュラム (* )」を作成し、それぞれ

の 段 階 に 応じ た 支 援 や 指 導 を 充 実 さ せ 、 幼 児 期 か ら 児 童 期 の よ り よ い 発 達 に

向けた取組を推進します。  
 
(*)架け橋期のカリキュラム  

幼 児 期 か ら 児 童 期 の 発 達 を 見 通 し つ つ 、５ 歳 児 の カ リ キ ュ ラ ム と 小 学 校 １ 年 生 の カ リ キ ュ ラ ム を 一  
体 的 に 捉 え 、 地 域 の 幼 児 教 育 ・ 保 育 と 小 学 校 教 育 の 関 係 者 が 連 携 し て 作 成 す る カ リ キ ュ ラ ム 。  

 

 

 

 

各学校の課題や教職員一人ひとりの専門性、年齢、現任校の勤務年数等

の観点から、適切な配置を進めます。 

 

①　教職員の適切な人事管理 

各 学 校の 課 題 や 教 職 員一 人 ひ と りの 専 門 性 等の 観 点 か ら 適切 な 配 置を 進 め

ます。  

 

　　②　支援員等の活用 

学校や地域の状況を踏まえ、特別支援教育支援員、こころのアシスタント等、

必要に応じた支援員等の配置に努めます。  

 

 

 

 

教職員が安心して子供たちに向き合うことができるよう、統合型校務支

援システム (* )の活用や教育課程の見直しなど、指導・運営体制の充実を図

ります。 

 

①　業務の見直し・効率化 

学 校 現場 に お け る 業 務の 適 正 化 を図 る と と もに 、 統 合 型 校務 支 援 シス テ ム

等を活用して更なる業務の効率化を図ります。  

 

　　②　勤務体制等の改善 

時 間外 在 校 等 時 間の 適 切 な 把握 に 取 り 組 む とと も に 、 柔軟 な 勤 務 体制 の 整

備や業務・活動時間のルール化を推進します。  

 

③　学校支援人材の活用 

「チーム学校」の実現に向け、校務や地域連携活動、部活動等を支援する外  

部人材の更なる活用を図ります。  
 

(*)統合型校務支援システム  
名 簿 情 報 ・ 出 欠 ・ 成 績 管 理 ・ 健 康 診 断 結 果 の 管 理 な ど 、 小 ・ 中 学 校 の 校 務 を ト ー タ ル で 支 援 す る シ

ス テ ム 。  
 

主要施策　　➌教職員の適切な配置

主要施策　　➍学校における働き方改革の推進
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教職員が能力を十分に発揮しながら、充実した教育活動を行うため、教

職員のキャリア・ステージに応じた体系的かつ効果的な研修の充実を図り

ます。また、教職員が主体的に研修に取り組めるよう支援します。 

 

 

 

 

教職員の資質・能力を効果的に高めるための研修を実施するとともに、

教職員が主体的に研修に取り組めるよう支援します。 

 

①　教職員の経験に応じた研修の実施 

教職員の経験年数や職歴に応じ、教員育成指標を活用して、資質・能力の向

上を図るための中核市研修を充実させます。  

 

②　教職員の専門性を高める研修の実施 

学習指導、特別支援教育等、専門的な知識・技能を習得する研修や、情報教

育、国際理解教育等、時代の進展に対応した教育課題についての見識を高める

研修を行います。  

 

③　校内研修等への支援体制の充実 

資 質 向 上 の 体 制 づ く り を 促 進 す る た め 、 指 導 主 事 の 担 当 校 制 に よ る 訪 問 支

援により、校内研修の充実を図るなど、全校体制での組織的な取組を支援しま

す。  

 

④　研修履歴の効果的な活用  

教職員一人ひとりが、自らの適正・能力・課題に応じて計画的に研修会を受

講できるよう、研修履歴の効果的な活用を進めます。  

 

 

 

 

中核市として、教職員の資質・能力の向上に不可欠な研修を充実するた

めに教育センターを効果的に運用します。 

 

①　教育センターの運営 

・研修内容のさらなる充実  

・自主的な研修・研究の活性化  

・学習指導、教科指導等の専門研修に関する資料・データの蓄積  

上記の取組を通して、より効果的に教職員の資質・能力の向上を図ります。 

 

主要施策　　❶指導力を高める研修の実施

主要施策　　➋教育センターの運営

基本方針７　教職員の指導力の向上
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また、研修機能と教育委員会事務局機能を一体的に運営することにより、各

学校に対する支援体制を一層強化します。  
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子供たちがよりよい教育環境の中で安全に安心して学校に通い、過ごす

ことができるよう、教育環境の整備や支援を推進します。 

 

 

 

 

小・中学校の教育環境の現状について、地域と保護者、教育委員会が情

報を共有し、意見交換等を行いながら下関市立学校適正規模・適正配置基

本計画に基づいて教育環境の改善に努めます。 

 

①　基本計画に基づく教育環境の改善  

将来にわたって義務教育の教育水準の維持・向上を図り、子供たち一人ひと

りの「生き抜く力」を育てることができる、よりよい教育環境を目指します。 

 

 

 

 

私立学校の健全な発展と教育の推進を図るため、私立学校の特性が発揮

できるよう支援します。 

 

①　私学に対する助成  

私立学校の特色ある教育活動に対して助成を行います。  

 

 

 

 

施設、設備の老朽化が著しい給食施設について、学校給食施設再編整備

の検討を行い、集約化や民間委託化を図ります。 

 

①　給食施設の集約化・民間委託化  

学校給食施設再編整備計画を策定し、給食施設の集約化・民間委託化を計画

的に取り組みます。  

 

②　学校給食施設の衛生管理  

子 供 た ちに 安 全 で 安 心 な 学校 給 食 を 提 供す る た め に、 調 理 機 器 や 衛生 機 器

の改善を図り、衛生管理の徹底に努めます。 

 

 

 

 

主要施策　　➊市立学校の適正規模・適正配置の推進

主要施策　　➋私学教育の振興

主要施策　　➌学校給食施設再編整備の推進

基本方針８　教育環境の整備



- 31 -

 

 

 

 

子供たち及び教職員が安全で充実した学校生活ができるよう、学校施設

や設備、ＩＣＴ環境の整備に努めます。 

 

①　学校施設の長寿命化 

学校施設を長寿命化し、長く活用していくために、老朽化した建物の耐久性

や機能、性能向上を行い、子供たちの快適な学習環境の整備 を引き続き計画

的に取り組みます。  

 

②　学校施設の整備 

安全・安心な教育環境を整備するため、トイレの洋式化やバリアフリー化、

各 種 教 室 への 空 調 設 備 の 設 置 に 引 き 続 き 取 り 組 む と と も に 、 施 設 の 適 切 な 維

持管理に努めます。  

 

③　ＧＩＧＡスクール構想の推進 

１ 人 １ 台 タ ブ レ ッ ト 端 末 の 着 実 な 更 新 や 次 世 代 の 校 務 支 援 シ ス テ ム の 整 備

等を行い、継続的にＩＣＴ環境の整備に取り組みます。  

 

④　学校施設のＧＸ ( * )の推進  

脱 炭 素 社会 に 向 け て 、 学校 施 設 の 再 生可 能 エ ネ ル ギー の 導 入 及 び 照明 器 具

のＬＥＤ化に取り組みます。  

 
 (*)Ｇ Ｘ  

グ リ ー ン ト ラ ン ス フ ォ ー メ ー シ ョ ン の 略 。 化 石 燃 料 を で き る だ け 使 わ ず 、 ク リ ー ン な エ ネ ル ギ ー  
を 活 用 し て い く た め の 変 革 や そ の 実 現 に 向 け た 活 動 。  

 

 

 

 

子供たちが安心して教育を受けることができるよう、就学や遠距離通学

に対する支援を行います。 

 

　　①　学用品費等の援助 

経 済 的 な理 由 に よ っ て 就学 が 困 難 と 認め ら れ る 子 供の 保 護 者 に 対 し、 学 用

品費や給食費等、義務教育に必要な経費を援助します。 

 

　　②　遠距離通学に対する援助 

遠 距 離 を通 学 す る 子 供 の 保護 者 に 対 し 、通 学 費 等 の必 要 な 経 費 を 援助 し ま

す。  

 

③　スクールバスの運行 

遠距離通学の負担を軽減するとともに、子供たちの登下校の安全を確保す  

主要施策　　➍安全な施設の整備、設備の充実

主要施策　　➎就学に対する支援
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るため、必要な地域においてスクールバスを運行します。  

 

④　奨学金の貸付 

向 学 心 に 富 み能 力 が ある に も か か わら ず 、 経済 的 な 理 由 によ っ て 修学 が 困

難な高校生や大学生に対し、奨学金の貸付を行います。  
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子育てに不安がある保護者、身近に相談相手がいない保護者をはじめす

べての保護者に対して、乳幼児期から継続的な支援を行い、家庭の教育力

の向上を図ります。 

 

 

 

 

保護者に学ぶ機会を提供するとともに、保護者同士のネットワークの構

築、地域における居場所づくりを推進します。 

 

①  家庭教育学級  

就学前施設や小学校等において、子供の成長や生活習慣、親の心得等につい

て学ぶ機会を提供するとともに、保護者同士の交流や子育てに関する意見交換

会等を実施することにより、保護者同士のつながりを深め、安心して子育てで

きる環境を整えます。  

 

②  家庭教育推進事業  

生涯学習プラザ等において、親子が参加して様々な体験や学ぶことのできる

講座、行事等を開催し、子供同士、保護者同士がふれあえる場所を創出するこ

とで、家庭教育のあり方を考える機会を提供します。 

 

③  家庭教育支援チーム (*１ ) の設立・活動支援  

地域において保護者への学びの場の提供、居場所づくり、アウトリーチ型支

援を行う家庭教育支援チームの設立を促進するとともに、設立後の運営支援に

取り組みます。  

 

④  家庭教育アドバイザー (*2 )の育成  

家 庭 教 育 支 援 チ ー ム の 運 営 や 子 育 て に 関 す る 相 談 等 を 行 う 家 庭 教 育 ア ド バ

イザーとして、家庭教育支援に携わる意欲のある人材の育成を推進します。  

 
(*１ )家庭教育支援チーム  

子 育 て 経 験 者 を は じ め と す る 地 域 の 人 材 で 構 成 さ れ た 集 ま り で 、 子 育 て や 家 庭 教 育 の 応 援 を す る

者 。  
 
 
 

《基 本 目 標 Ⅱ》

地 域 の 教 育 力 を 高 め ま す

主要施策　　➊保護者が学ぶための学習支援

基本方針１　家庭の教育力の向上
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(*２ )家庭教育アドバイザー  

山口県教育委員会が主催する「家庭教育アドバイザー養成講座」を修了した者で、子育てに関す

る相談に応じるとともに、現代的課題にも対応し、家庭教育支援の充実を図る役割を担う者。  
 

 

 

 

ＰＴＡや家庭教育支援チーム等の育成・活動支援を通じて、家庭教育を

支える取組の促進を図ります。 

 

①　下関市ＰＴＡ連合会の活動支援  

下 関 市 ＰＴ Ａ 連 合 会 へ の補 助 金 の 交 付や 活 動 支 援 を行 い 、 研 修 等 によ る 保

護 者 の 学 び の 機 会 の 提 供 や 行 事 等 に よ る 保 護者 の つ な がり づ く り を 通 し た 家

庭の教育力の向上を図ります。 

 

②　下関市連合婦人会の活動支援 

下 関 市 連合 婦 人 会 へ の 補 助金 の 交 付 や 活動 支 援 を 通じ て 、 各 地 域 の婦 人 会

や女性団体の活動を促進することで 、家庭 教育支援事 業の充実 を図りま す。 

 

③　家庭教育支援チームの設立・活動支援【再掲】 

地域において保護者への学びの場の提供、居場所づくり、アウトリーチ型支

援を行う家庭教育支援チームの設立を促進するとともに、設立後の運営支援に

取り組みます。  

 

 

 

家庭教育支援に関わる行政機関・関係団体との連携を推進します。  

 

①　行政機関内での連携  

子育て支援関係部局が連携、情報共有を行うことで、一体的、切れ目のない

子 育て 支援 の推 進を図 ると ともに 、子 育てに 関す る情 報が子 育て 家庭へ 確実

に提供される体制を充実させます。また国・県等の児童家庭・子育て支援に関

わる機関との連携により、各家庭の状況に応じた支援の充実を図ります。  

 

②　関係団体との連携 

家庭教育支援・子育て支援に関わる社会教育団体、ＮＰＯ法人等の関係団体

と 情 報 共 有を 行 う と と も に 、 効 果 的 な 子 育 て 支 援 に 関 す る 啓 発 や 研 修 等 の 活

動を推進するため連携の強化を図ります。 

 

 

 

主要施策　　➋家庭教育を支える組織の育成

主要施策　　➌関係機関・関係団体との連携
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学校・家庭・地域がそれぞれの役割と責任を自覚しながら、相互に連携・

協働していく仕組みを構築し、幅広い地域住民の参画を得て、地域で子供

たちの学びや育ちを支えるための取組を促進することを通して、地域の教

育力のさらなる向上を図ります。 

 

 

 

 

コ ミュニテ ィ・スク ール及び 地域学校 協働本 部 (*１ )による 地域学校 協働

活動 (*２ )を通して、学校・家庭・地域が一体となった取組を推進することで、

学校や家庭、地域が抱える課題の解決を支援します。 

そ のために 、地域学 校協働活 動推進委 員 (*３ )の資 質向上と 活動の充 実を

図り、学校と地域のつながりを深めていきます。 

下関商業高等学校では、地域や企業等と連携した教育活動に積極的に取

り組み、地域の発展を支える人材の育成に努めます。 

 

①　コミュニティ・スクールと地域学校協働活動の一体的推進  

人づくりと地域づくりの好循環をめざして、学校と家庭、地域、企業・大学

等の連携・協働した取組を推進します。  

そのために、学校・地域連携カリキュラムを拡充するなど、コミュニティ・

スクールと地域学校協働活動の一体的な推進を図ります。  

 

②　地域学校協働本部の活動の充実  

幅 広 く地 域 住 民 の 参 画を 得 て 、 地域 全 体 で 子供 た ち の 学 びや 成 長 を支 え る

ことができるよう、地域学校協働本部の充実を図ります。  

 

③　地域学校協働活動推進員の資質向上  

地 域 学 校協 働 活 動 推 進 員を 対 象 と し た研 修 会 の 充 実や 推 進 員 間 の 情報 共 有

の仕組づくりを通して資質向上を図ります。  

 

④　学校・家庭・地域の連携に関する情報発信  

学校・家庭・地域の連携・協働した活動への関心を高めるとともに、関わる

人が増えるよう、市民や関係団体等への積極的な情報発信を行います。 

 
 (*１ )地 域 学 校 協 働 本 部  

従 来 の 地 域 と 学 校 の 連 携 体 制 を 基 盤 と し て 、 よ り 多 く の よ り 幅 広 い 層 の 地 域 住 民 、 団 体 等 が 参 画

し 、 緩 や か な ネ ッ ト ワ ー ク を 形 成 す る こ と に よ り 、 地 域 学 校 協 働 活 動 を 推 進 す る 体 制 。  
 

 (*２ )地 域 学 校 協 働 活 動  
幅 広 い 地 域 住 民 等 の 参 画 を 得 て 、 地 域 全 体 で 子 供 た ち の 学 び や 成 長 を 支 え る と と も に 、 地 域 と 学  

校 が 相 互 に パ ー ト ナ ー と し て 連 携 ・ 協 働 し て 行 う 様 々 な 活 動 。  
 

主要施策　　➊地域とともにある学校づくりの推進

基本方針２　学校・家庭・地域の連携強化
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(*３ )地 域 学 校 協 働 活 動 推 進 員  

地 域 学 校 協 働 活 動 を 推 進 し 、 地 域 と 学 校 を つ な ぐ コ ー デ ィ ネ ー タ ー と し て の 役 割 を 担 う 者 。  

 

 

 

 

子供たちが、ふるさと下関への誇りと愛情を育めるよう、学校・家庭・

地域が一体となって、地域の自然、歴史、文化、伝統行事等に関わる機会

を提供するとともに、安心して学び、生活できる環境を整えます。  

そのために、地域における活動の中核となる社会教育人材の育成に努め

るとともに、組織化を図るなど継続的な活動を支援します。 

 

①　公民館地域ふれあい活動の充実  

各公民館で子供や親子対象の楽しく学べるよう、おもしろ科学教室、しめ縄

づ く り 等 の 学 習 講 座 や 灯 籠 づ く り 、 親子 生 け 花 教 室 等 の 体 験 講 座 を はじ め 多

種多様な講座を開催します。  

 

②　放課後子供教室の充実 

子供たちが放課後を安全・安心に過ごし、多様な学びができるよう、地域住

民等の参画を得て、学習や体験・交流活動を行います。また、放課後子供教室

と放課後児童クラブとの連携した取組を推進します。  

 

③　社会教育人材の育成  

地域学校協働活動推進委員をはじめ、地域コミュニティの基盤を支え、社会

全 体 の 教 育 力 の 向 上 に 寄 与 す る 社 会 教 育 人 材を 育 成 す ると と も に 、 地 域 や 学

校において活躍できる機会の拡充を図ります。 

 

④　地域学習の推進 

地域の団体や企業、大学等が連携して、地域の良さや課題について学び、体

験 す る 機 会を 提 供 し 、 ふ る さ と へ の 理 解 と 愛 情 を 育 む こ と が で き る 学 び を 推

進します。 

 

⑤　地域で子供に関わる団体への支援  

下関市子ども会連合会、スカウト育成協議会、下関海洋少年団育成会をはじ

め、NPO 法人や子ども食堂等に関わる人を対象として研修会を開催するなど、

活動を支援するとともに、連携を進めます。  

 

⑥　学校部活動改革の推進 

学 校 部 活 動の 円 滑な 地 域 展 開に 向 け て 、地 域 ク ラブ 活 動 の 受け 皿 とな る 団

体や指導者の育成など、身近な場所でスポーツ・文化芸術活動に親しむことが

できる環境の整備を進めていきます。  

 

⑦　「こどもみまもり隊」との連携の推進 

活動方針や内容を周知することを通して、子供たちの登下校時を「みまもる」 

主要施策　　➋地域の子供を地域で育てる活動の促進
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ボランティア組織である「こどもみまもり隊」への登録促進を図ります。  

 

 

 

 

関係団体、地域との緊密な連携のもとに青少年の非行防止活動を行うと

ともに、地域で行う学習・スポーツ・文化・交流活動を支援し、青少年が

心豊かで健やかに育つための体制の整備を図ります。  

 

①　青少年補導センターにおける補導の実施 

青 少 年補 導 セ ン タ ー 職員 、 青 少 年補 導 委 員 によ る 補 導 や 声掛 け な どの 活 動

を行います。 

 

②　青少年補導センターにおける相談の実施  

ヤ ン グ テレ ホ ン に よ る 、電 話 及 び 面 談等 に よ る 青 少年 等 か ら の 相 談対 応 を

行います。  

 

③　青少年健全育成のための体制整備と啓発  

心 身 と もに 健 全 な 青 少 年 の育 成 を 図 る ため の 市 民 運動 の 展 開 、 啓 発活 動 を

行うとともに、青少年を対象とする社会教育団体の組織基盤を強化し、団体の

活動機運を高め、自主活動を促進するための支援を行います。  

 

④　多様な体験活動の実施  

青年の家における野外活動や、深坂自然の森「森の家下関」における「生き

抜く力を身につけること」を目的とした「しものせき夢冒険 チャレンジキャ

ンプ」を実施します。  

主要施策　　➌青少年健全育成の体制づくり



- 38 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図書館の活用を通して、市民が教養を高め、様々な情報を得て主体的に

活動し、心豊かな生活ができるよう、図書館サービスの向上に努めます。 

 

 

 

 

各図書館において、図書館利用の普及に努めるとともに、図書館資料の

収集・整備を図り、身近な図書館として、サービスの充実に努めます。　　　　 

また、利用者のニーズや地域の実情に応じた施設の整備に取り組みます。  

 

①　移動図書館や電子図書館など図書館サービスの向上 

移動図書館の効果的な運用により、地域での利便性を高めるとともに電子

図書館サービスについては、より多くの市民に電子図書を利用してもらえる

ように、タイトル数の拡充を図ります。  

 

 

 

 

「第４次下関市子どもの読書活動推進計画」に基づき、子供一人ひとり

が本と出会い、自ら読書を楽しむことのできる環境づくりを進めます。 

 

①　学校貸出用図書の充実と人材の育成  

調べ学習のための資料等、学校貸出用図書の充実を図るとともに、ボラン

ティアや学校司書、図書館司書等を対象とした研修会を開催し、子供の読書

環境づくりを支える人材の育成を図ります。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《基 本 目 標 Ⅲ》

生涯を通じた学ぶ機会を提供します

主要施策　　➊図書館サービスの充実と施設整備

主要施策　　➋子供の読書活動の推進

基本方針１　図書館の充実
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生涯学習の拠点施設である公民館等の機能強化及び社会的包摂の実現や

社会のデジタル化の進展など新たな時代のニーズに対応した生涯学習を推

進します。 

 

 

 

 

多様な市民の学習ニーズの把握に努め、多様な学習機会の提供を行いま

す。また、デジタルデバイド (*)の解消に努めます。 

　　 

　　①　ＩＣＴを活用した生涯学習の推進 

Ｗｉ－Ｆｉを活用し公民館同士、公民館と学校、公民館と地域（自宅）をオ

ンラインでつないだ公民館学級や市民文化セミナー等を開催します。  

 

②　デジタルデバイドの解消につながる講座等の開催 

高 齢 者を 対 象と し たス マ ホ教 室 など デ ジタ ル デバ イド 解 消に 向け た 講座 等

を開催します。  

 

③　出前講座の充実 

多 様 な 市 民 の学 習 ニ ーズ に 応 え る こと が で きる よ う 出 前 講座 の メ ニュ ー を

充実させます。  
 
 (*)デ ジ タ ル デ バ イ ド  

Ｉ Ｃ Ｔ の 恩 恵 を 受 け る こ と の で き る 人 と で き な い 人 の 間 に 生 じ る 格 差 。  
 

 

 

 

様々な役割をもつ生涯学習拠点施設の長寿命化等を図ります。 

また、ＤＸ及びＧＸを推進するとともに、インクルーシブ(共生)社会の

形成に向けて、施設の機能向上と強化を図ります。 

　　 

　　①　公民館等の長寿命化 

個別施設計画に基づき生涯学習拠点施設を計画的に改修します。  

 

②　公民館等のデジタル化  

Ｗ ｉ － Ｆｉ 環 境 の 整 備 によ る オ ン ラ イン で つ な が る生 涯 学 習 拠 点 施設 を 目

指します。  

 

③　公民館等のＧＸの推進  

脱炭素社会に向けて、生涯学習拠点施設の再生可能エネルギーの導入及び  

主要施策　　➊社会的包摂の実現に向けた多様な生涯学習の推進

主要施策　　➋生 涯 学 習 拠 点 施 設 の 機 能 強 化

基本方針２　生涯学習の推進
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照明器具のＬＥＤ化に取り組みます。  
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市民が地域とゆかりのある美術品や文化財に「直に接する」機会を提供

し、現在の地域を育んだ、地域固有の自然、歴史、芸術、文化等に対する

市民の理解を深め、地域に対する愛護意識の醸成を図ります。 

また、地域文化の創造及び情報発信の拠点として、本市の多彩な博物館

群の総合博物館的連携を推進し、博物館施設の機能充実に取り組みます。 

さらに、本市の豊かな自然・歴史・文化について、調査研究及び資料収

集を積極的に進めるとともに、市民の地域に対する愛着を育み、交流人口

の拡大にも資するよう、博物館活動の充実に努めます。 

 

 

 

 

優れた美術作品及び関連資料を収集し、その意義を広く発信するため魅

力ある展示を行うとともに、展示及び創作の空間を市民に提供し、芸術文

化の普及、交流、創造の拠点としての機能強化を図ります。 

また、市民共有の財産である収蔵作品と芸術文化の拠点としての機能を

次世代へ継承するため、美術館運営を健全な環境で継続し、施設の整備・

更新に努めます。 

 

①　魅力的な展覧会の企画・開催  

地 域 ゆか り のも の をは じ め優 れ た美 術 作品 に よる 魅力 的 な展 覧会 を 企画 ・

開催し、市 民が芸 術に親しみ 、楽し むことがで きるよう多 様な芸術 体験の機

会を提供します。 

 

②　美術館の環境整備  

健 全 な環 境 の も と で 作品 を 鑑 賞 でき る 機 会 を提 供 す る と とも に 、 市民 共 有

の財産である収蔵作品を次世代へ継承するため施設の整備・更新に努めます。 

 

 

 

 

本市ならではの多彩な博物館を擁する特徴を最大限に活かし、相互の博

物館が一体となって学術研究を深めます。また、集客性の高い魅力的・効

果的な展示に努め、来訪者の五感に訴える企画を展開し、観光的な視点を

含めた各種施設の機能的整備に取り組みます。さらに、市内小・中学校を

はじめとする教育現場への学習支援のみならず、これからの博物館に期待

される、誰にでも開かれた社会教育施設として活動の充実を図ります。  

 

①　歴史博物館の環境整備  

歴史資料を収蔵展示する博物館としての機能強化に努めます。旧長府博物  

主要施策　　➊美術館の充実

主要施策　　➋博物館など学術文化拠点の環境整備

基本方針３　芸術・学術文化活動の推進
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館及び日清講和記念館の適切な利活用を念頭に置いた改修を検討します。  

 

　②　共通収蔵庫の整備と土井ヶ浜遺跡・人類学ミュージアムのリニューアル 

形質人類学の資料及び考古資料(発掘出土品)、有形民俗文化財を収蔵展示す

る施設として、廃校校舎等を活用することも検討し、共通収蔵庫を建設、整備

して、これらの収蔵資料を活用し、専門性を活かした多彩な展示、教育・普及

活動を行います。また、これに併せて、平成５年建設の土井ヶ浜遺跡・人類学

ミ ュ ー ジ ア ム の リ ニ ュ ー ア ル を 個 別 施 設 計 画に 沿 っ て 計画 的 に 進 め て い き ま

す。 

 

③　下関市の自然史博物学の学び 

自 然 史 系博 物 館 で あ る 豊田 ホ タ ル の 里ミ ュ ー ジ ア ム（ 下 関 市 立 自 然史 博 物

館）において、常に変化する本市の自然史（生物、化石、岩石など）を常に調

査・研究して、それら最新の知見を世界に向けて情報を発信するとともに、市

民に対して教育・啓蒙を図ります。 

 

④　考古博物館のリニューアル等 

開館より３０年を経過した考古博物館の計画的な長寿命化を図るとともに、

市 民 の 協 力 に よ り 保 存 さ れ た 本 市 の 文化 財 保 護 の 原 点 と い え る 史 跡 綾羅 木 郷

遺跡の保存・活用と一体となった特色ある博物館活動の実現のため、適切な施

設の機能更新に取り組みます。 

 

⑤　積極的な学術資料の収集 

　収集を行わなければ、散逸、滅失する恐れのある、貴重な地域の歴史資料を  

はじめ、本市に所在する学術資料、並びに市外にある本市ゆかりの学術資料の  

把握等に努め、積極的かつ計画的な学術資料の収集を行います。 

 

⑥　調査研究の充実と関係機関との連携 

博 物 館 活 動 の 根 幹 を な す 学 芸 員 等 の 専 門 職 員 の 能 力 向 上 を 図 る と と も に 、

他 の 博物 館 及 び 研 究 機 関等 と の 連携 を 強 化 し て、 地 域 に 根 差し た 調 査研 究 の

充実を図ります。また、蓄積された研究成果を確実に継承し、さらに深め、市

民に還元していくため、計画的な専門職員の配置を行います。 

 

⑦　魅力的・効果的な展示 

　　　　 最 新の 調 査研 究 に裏 付 けら れ た確 か な展 示 、並 び に市 民の ニ ーズ 及 び地 域

の課題に応えた魅力的で興味をそそる効果的な展示に努め、市民はもとより、

市外からの来館者の増加を図ります。 

 

⑧　普及活動の充実 

　　　　「観る・聴く」を主体とした従来の普及活動に加え、特別展等に関連した講

座等を開催するとともに、五感に訴える効果的なメニューの創設に取り組み、

市民の学習意欲に応えた教育普及活動の充実に努めます。 
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⑨　博学連携の強化 

　　　　 博 物 館に よ る 学校 教育 へ の支 援 の 強化 、 並び に 学 校教 育に よ る博 物 館利 用

の促進を図るため、新たなシステムづくりに取り組みます。  

　　　　また、大学研究機関等とも積極的に有機的連携を深め、より高度な研究を推

進し、研究成果の市民への還元を図ります。　 

 

⑩　博福連携の推進 

生 涯 学習 施 設 とし ての 博 物館 に よ る高 齢 者等 へ の 学習 支援 、 並び に 施設 利

用の促進について積極的に取り組むことはもとより、障害者を含め、広く市民

に対して開かれた博物館として、きめ細やかに学習支援や利用促進を図り、博

物館活動のユニバーサル化を推進します。  
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先人の営みのなかで生まれ、大切に護り伝えられてきた文化財は、地域

の固有の特性を有するもので、現在を生きる私たちの誇りであり、また、

明日を生きる私たちの指針となるものです。本市は全国屈指の豊かな自然

遺産と歴史遺産を有し、これらを活かしたまちづくりは、市民の地域に対

する愛着を育むとともに、都市の魅力を高め、文化財観光等による交流人

口の拡大にもつながります。そのため、市域に所在する多種多様な文化財

の総合的な把握に努め、これを適切に保護するとともに、文化財の価値と

保存の意義について、わかりやすく多くの人に伝えます。 

また、市民や民間団体とともに文化財の保存・活用に取り組み、次世代

へ確実に継承していくとともに、その魅力を活かしたまちづくりを推進し、

地域の活性化や交流人口の拡大を図ります。 

 

 

 

 

地域固有の歴史遺産・自然遺産の保護・活用を推進するため、行政と市 

民が一体となって、歴史文化を活かしたまちづくりに取り組みます。 

また、子供たちに対しては、地域の本物の歴史文化に触れる機会を設け、

郷土に対する誇りと愛着の意識醸成に努めます。 

 

①　指定文化財及び登録文化財の管理状況の把握  

市域にある国・県・市指定文化財及び国登録文化財の管理状況について、所  

有者等と緊密に連携し、適宜、把握します。  

 

②　指定文化財に対する保護措置の強化 

　　　　 有 形 文化 財 所 有者 及び 無 形民 俗 文 化財 の 過疎 化 に とも なう 担 い手 不 足と 少

子 高齢 化等 に より 存続 が危 ぶま れ る指 定文 化財 に対 する 保護 措置 の 強化 に取

り組み、その価値や魅力の発見、次世代への継承意欲醸成に努めます。　　  

また、民間団体や市民との協力関係の構築に努め、所有者や行政のみでは難

し い幅 広い 文化 財の保 存・ 活用に つい て、地 域ぐ るみ の取組 を実 現でき る環

境の構築を検討します。  

 

③　埋蔵文化財に対する適切な保護と活用 

　　　　 地 中 に存 す るこ と か ら、 そ の 存 在が 認 識さ れ に く い埋 蔵 文 化財 に つい て 周

知を 図 ると と もに 、 市 民の 保 護意 識 の醸 成に 努 め文 化財 の 効果 的な 保 存を 図

ります。また、必要に応じて現地説明会、発掘速報展等の普及活動を積極的に

行い、埋蔵文化財の価値をわかりやすく市民に伝えます。  

 

 

 

主要施策　　➊歴史的・文化的資源を活かしたまちづくり  

基本方針４　文化財保護・活用の推進
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④　市域に所在する文化財の悉皆調査  

市域に所在する文化財を悉皆調査し、文化財の総合的な把握に努めます。  

　また、文化財の保存・活用に関する基本的な計画策定を検討し、まちづくり

や観光、民間団体や市民と連携して、地域の多様な文化財の掘り起こしと、文

化財の保存と活用に関する地域住民の理解・関心を促し、地域のアイデンティ

ティの醸成に努めます。  

 

⑤　史跡の整備活用の推進  

市民の貴重な文化資源を護り、後世に伝えるため、国指定史跡の長州藩下関

前田台場跡、綾羅木郷遺跡、梶栗浜遺跡、仁馬山古墳の適切な管理と整備を推

進 す る と とも に 、 県 指 定 史 跡 長 府 藩 主 毛 利 家 墓 所 等 の 整 備 活 用 に つ い て も 検

討を進めます。  

 

⑥　天然記念物の保存活用  

市 内 に 数多 く 所 在 す る 天然 記 念 物 等 の自 然 遺 産 の 保存 活 用 に つ い て、 文 化

財の現状に即した、効果的な取組を推進し、地域の文化財の価値や魅力の発信

に努め、地域の活性化や交流人口の拡大を図ります。  

 

⑦　日本遺産の活用による地域活性化の推進 

　　 　 　 下 関 ・北 九 州 両 市 が 連 携 し 、 関 門 圏域 の 魅 力 の 発 信 に 努 め て い る 日本 遺 産

「関門“ノスタルジック”海峡」について、その活用を推進し、地域の活性化

やインバウンドを含めた交流人口の拡大を図ります。  
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地域・職場・学校等あらゆる場において一人ひとりの人格が尊重され、

誰もが自由で平等な生活を営むことのできる豊かな社会を創るためには、

誰もがかけがえのない「いのち」を大切にし、人権について理解と認識を

深めることが不可欠であり、人権教育の果たす役割は大変重要です。 

　このため人権教育を推進し、人権意識の高揚を図るとともに、人権教育

の一層の充実を図るため、教職員に対する研修を行い、さらなる資質向上

を目指します。 

 

 

 

 

関係機関との連携により人権研修と学習講座を開催するとともに、地域

住民、学校等が自主的に開催する人権学習講座等を支援します。 

 

①  人権課題に関する研修会や講座等の実施 

 各種講演会、シンポジウム等の開催をはじめ、人権に関する標語、作文、ポ 

スター等の募集展示等を行い、多様な人権教育・啓発運動を推進します。  

 

②  家庭、地域社会への情報提供の充実 

各種研修会や行事の開催を通じて、様々な人権課題の現状等に関する情報を

提供します。  

 

　　③  人権学習講座等の開催支援 

出前講座等の仕組みを活用し、市民の人権に関する学習会への講師派遣等の

支援を行います。 

 

 

 

 

子供たちの心身成長の過程に即し、人権尊重の意識を高め、一人ひとり

を大切にする教育を組織的、計画的に推進します。 

 

　　①  人権課題に応じた研修の計画的な実施 

様々な人権課題を網羅的に扱うよう、計画的に教職員研修を行います。また、

各 学 校 に お け る 人 権 教 育 担 当 者 だ け で な く 、幅 広 く 教 職員 に 研 修 の 機 会 を 提

供できるよう努めます。  

 

 

 

 

主要施策　　➊多様な学習機会の充実  

主要施策　　➋教職員研修の充実 

基本方針５　人権教育の推進
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　 ※１、※２、※３については、基準値はＲ6

 
 

指標名
基準値 

（現 状 値 　 Ｒ5）
目標値 

（R11）

 
下 関 市 は 子 育 て が し や す い ま ち だ と 思 う

保護者の割合
５８.０% ７０.０%

 
将 来 の 夢 や 目 標 を 持 っ て い る 子 供 の 割 合

（①小学６年②中学３年）

① ８ ３ . ７ % 

② ６ ５ . ９ %

① ８ ８ .０ % 

② ７ ５ .０ %

 
生涯学習や地域イベントへの参加、地域貢

献活動など、交流やコミュニケーションの

機会が充実し、社会参画・参加しやすいと

感じる市民の割合

１４.２％ ※ １ ２０.０％

 
全国学力・学習状況調査における全国と本

市の比較値（①小学 6 年②中学 3 年） 

≪全国平均を 100 とした場合≫

① 国 語 ９ ８ .２ ポ イ ン ト 

① 算 数 ９ ６ .０ ポ イ ン ト

② 国 語 ９ ７ .４ ポ イ ン ト 

② 数 学 ９ ６ .１ ポ イ ン ト

１００ポイント

 
自 分 に は 良 い と こ ろ が あ る と 思 う 児 童 生

徒の割合（①小学 6 年②中学 3 年）

①８３.５% 

②８１.８%
１００%

 
「 地 域 や 社 会 を よ く す る た め に 何 か し て

みたい」と思う子供の割合について山口県

（平均）と本市の比較値（①小学 6 年②中

学 3 年）　　　　　  

≪山口県平均を 100 とした場合≫

①１０１.６ポイント 

②１０１.２ポイント
１０５ポイント

 
不登校児童生徒数に占める学びの場につ

ながった児童生徒数の割合
３７.０％ ４５.０％

 
保護者が自信と責任をもって子供を育て、

地域の誰もが教育に参加でき、学校と家庭

と 地 域 住 民 が 互 い に か か わ り あ う 社 会 に

なっていると感じている市民の割合

１４.１％ ※ ２ ３０.０％

 
図書館や公民館、博物館などが整備され、

いつでも、どこでも、だれでも学習する機

会が充実していると思う市民の割合

３７.１％ ※ ３ ４５.０％

 
博物館等文化財保存活用施設の入館者数 ２２３,２５２人 ２５５,０００人



 

下 関 市 教 育 大 綱 

下 関 市 教 育 振 興 基 本 計 画 

令 和 ７ 年 ５ 月  

 

発 行 　 下 関 市 教 育 委 員 会  

〒 75 1 - 0 8 3 0  

下 関 市 幡 生 新 町 １ 番 １ 号  

 

編 集 　 下 関 市 教 育 委 員 会 教 育 部 教 育 政 策 課  
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